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会 議 録

令和３年１２月８日

午 前 １ ０ 時 開 議

【事務局長 小田 広美】

「一同起立・礼」・・・おはようございます・・・御着席してください。

【議長 那須 富重】

改めまして、おはようございます。

本日は、一般質問であります。傍聴の方にもおいでをいただいておるところでご

ざいます。お礼を申し上げるところであります。

今朝の宮日新聞に、「２０２０年の国勢調査確定値で、本件の高齢化率が平均３２．

６％である」と。「初の３０％台となった」とありました。

本町は、それを大きく上回る５１．６％で、高齢化率２番目の諸塚村とは 6 ポイ

ント上回っております。改めて、事態の深刻さを感じ、議会としましても改めて、

大きな課題ができたと感じているところであります。

【議長 那須 富重】

ただいまの出席議員は１０名であります。

【議長 那須 富重】

これから本日の会議を開きます。

本日の議事日程はお手元に配付の議事日程表のとおりであります。

なお、広報用の写真撮影の申出がありましたので、これを許可しました。

【議長 那須 富重】

日程第１、一般質問。

今回、一般質問の通告のありました議員は７名であります。

本日は４名の質問を行い、残り３名の質問は明日、行います。

通告順に一般質問を行います。

通告順に質問を許します。

９番、園田 義彦議員の登壇を許し、１問目の発言を許可します。

【９番 園田 義彦】

議長。

【議長 那須 富重】

９番、園田 義彦議員。

【９番 園田 義彦】

それでは、通告に基づきまして質問を始めたいと思います。

まずは、未就学児の対応についてという事項でありますが、保育園についての件

でございます。
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現在、保育園に通っている園児につきましては、毎年、入園申込をされ、翌年の

３月に卒園というか進級という形でございます。

私は、この通告をするまで保育園児は４歳で卒園して５歳で幼稚園に入園するも

のと勘違いというか思い込みをしておりましたが、思い返してみれば、私の子供た

ちは５歳まで保育園に通って、その後、小学校へ入学ということでありました

もともと保育園は５歳までを預かる施設でありますが、現在、町内３つの保育園

には５歳児の在籍がない状況であります。以前からの流れで何とはなしに「５歳か

らは幼稚園」という形になっているのかなと思っておりますが、その辺り何か思い

でもあれば、町長の答弁をいただきたいと思います。

以上です。

【議長 那須 富重】

町長の答弁を許します。

【町長 田中 秀俊】

議長。

【議長 那須 富重】

町長。

【町長 田中 秀俊】

おはようございます。本日から一般質問ということでありますので、しっかりと

お答えしていきたいというふうに思っております。

園田議員の未就学児の対応についてでありますけど、保育所は子供の保育を目的

とした施設であり、幼稚園は子供の教育を目的とした施設であります。そして、ど

ちらの施設も町の子育てプランに基づく重要な施設であると捉えております。

両施設の利用につきましては、施設の設置目的が異なるため、保護者の就労要件、

開設日、対象となる園児の年齢等が異なっておるのは御案内のとおりであります。

議員の御指摘のように、子供の数が減少している状況下、一定規模の集団の中で

保育・教育する方法もいろいろとあろうかと思いますが、児童福祉法上、保育所は

就学前の子供、すなわちゼロ歳から５歳までを対象としていることから、例えば３

歳児までしか受け入れず、４歳児からは全員幼稚園へ入園させるような取扱いは制

度に反すると考えております。

町としましては、小学校１年生になるまで保育園を利用するか、あるいは、４歳

からは幼稚園を利用するかについては、家庭の状況に応じて保護者が自由に選ぶこ

とができる環境を整えることができているのではなかろうかと考えているところで

あります。

今後とも、児童福祉施設として共働き世帯等を支援する保育所の充実、並びに教

育施設として施設一体型の幼小中一貫教育の充実、１１年間を通した切れ目のない

教育活動を本町の教育の柱として進めてまいります。

保護者の皆様にも御理解をいただけますよう丁寧に説明を繰り返し行ってまいり

たいと考えておるところであります。

以上です。

【議長 那須 富重】
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町長の答弁が終わりました。

【９番 園田 義彦】

議長。

【議長 那須 富重】

９番、園田 義彦議員。

【９番 園田 義彦】

もともと保育園は、先ほども申し上げましたが、５歳児までを預かる施設ですが、

現在、５歳児の在籍がありません。

昨年度までは、４歳児を対象に卒園式が行われておりました。私も来賓という形

で何度となく出席させていただきましたが、園児たちが一生懸命に先生や保護者に

お礼を言ったりする様子は感動したり、またいろいろと感心させられる場面もあり

ました。

ただ、今年度からは「４歳児を対象にした卒園式は実施をしない」ということの

ようですが、なぜ、昨年度までのように卒園式を実施しないのか。どのようないき

さつでこういうことになったのか、答弁をいただきたいと思います。

【議長 那須 富重】

町長の答弁を許します。

【町長 田中 秀俊】

議長。

【議長 那須 富重】

町長。

【町長 田中 秀俊】

町民生活課長にお願いしたいと思いますが、議員、よろしいでしょうか。

【９番 園田 義彦】

はい。

【町民生活課長 田村 靖】

議長。

【議長 那須 富重】

町民生活課長。

【町民生活課長 田村 靖】

今、園田議員が御指摘された卒園式の件につきましては、実は先週、そのような

話を北郷の保育所のほうで聞きまして、私もなぜ今年からそうなったのかは、申し

訳ございませんけど承知しておりません。

ですが、実際そのような話も出ているということで、保護者の方から。卒園式は
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しないにしても、何かそれに代わるものができないかどうかということにつきまし

ては、社協の本所のほうに検討をお願いしたところでございます。

以上です。

【９番 園田 義彦】

議長。

【議長 那須 富重】

９番、園田 義彦議員。

【９番 園田 義彦】

保育園は社協の管轄になっておりますから、その辺りでまた何か話し合いがある

のかなと思っておりますが、まだ確定ではないということですか、卒園式をしない

ということは。

【町民生活課長 田村 靖】

議長。

【議長 那須 富重】

町民生活課長。

【町民生活課長 田村 靖】

確定ではございません。昨日、話をしたばかりですので、これから、あまり間は

ありませんけれども、早急に検討させていただきます。

以上です。

【９番 園田 義彦】

議長。

【議長 那須 富重】

９番、園田 義彦議員。

【９番 園田 義彦】

「確定ではない」ということでございますが、私がこの話を聞いたのが１週間く

らい前で、「もうしないんだ」という話を聞きましたので、その方向で決定したのか

なと思っておりました。

それでは、今後のことにするということで。

それでは、保育園児のことに関してのことで、田代幼稚園もございますが、今回

はうなま、みかど保育園のことについてでございます。

現在、両園ともゼロ歳児から４歳児までの在籍がございます。２年くらい前まで

は、３歳の進級後はもうそのまま４歳児として保育園で預かっておりましたが、近

頃では４歳児として進級という形でそのまま保育園に残る、または幼稚園に入園す

る。それとか先ほど、町長の答弁の中にありましたが、保護者個々の判断に任され

ております。

３歳児をそのままスライドさせて４歳児に、そして預かる。幼稚園にやってもよ
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ろしいですよと。なぜ、このような体制になったのかちょっと、こうしないといけ

なかった必要性を。保護者からそういう要望があったのかなと思っておりますが、

そこら辺の答弁をお願いします。

【町長 田中 秀俊】

議長。

【議長 那須 富重】

町長。

【町長 田中 秀俊】

幼稚園を以前、「何歳から」という部分で決めるかということで、その年代になっ

たときに必ず入らなければならないということではなくて、やはりその保護者の保

育に欠けるという部分の中で保育所が運営されているということでありますので、

そこ辺は全然、いじくらなくて、幼稚園も入りたい、また保育所のままでいいとい

う話の中で、これはどうするかということでずっと協議してきた結果、幼稚園のほ

うを受け入れ態勢、そういう形で年齢を切って、「どちらでもいいですよ」という話

の中で、今現在そういう形になっているというふうに、私は認識しております。

ですので、この年齢が来たらそこに入らなければならないという強制的なもので

はありませんので、あくまでも「保護者が」という話であります。

希望を聞いてみますと、みかどのほうはやはりこの資料で見ますと、令和４年度

に転入園ということで、年中さんが１０人いるんですけど、３歳児の中で８名が幼

稚園に行くと、２名が保育所に残るという形になっております。５歳児は、４歳児

ですかね学年齢で言えば５名いまして、５名とも幼稚園ということであります。

ですので、どちらいいという話ではないんですけど、幼小中という形で１１年間

の一貫校という話の中で進めておりますので、この幼稚園に行かせるのか、保育所

にそのままいるのかという部分の判断は、あくまでもやはり保護者の判断というこ

とでありますので、当分こういう形の中で進めさせていただきたいと、そういうふ

うには思うところであります。

以上です。

【議長 那須 富重】

町長の答弁が終わりました。

【９番 園田 義彦】

議長。

【議長 那須 富重】

９番、園田 義彦議員。

【９番 園田 義彦】

保護者の中には、「保育園にこのまま預けたいけど、ほかの人たちが行くから、や

はり何か一緒に行かせたい」と、やむなく幼稚園にお願いするという方。それとま

た、「みんなと同じように幼稚園に行かせたいけど、私は土曜日が休みじゃないもん

で」とか、そういう関係でそのまま保育園にお願いするという方。何か保護者の方
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も迷って大変だという苦情というか、そういうことも聞きます。

先ほど、町長の答弁の中で聞きましたが、みかど保育園、４歳児が５名、うなま

保育園が４歳児が２名、これはもう今の調査の段階ではそのまま幼稚園に上がって

いくと。みかど保育園が、来年３歳児ですが、１０名のうち２名が保育園に残って、

８名が幼稚園に行くと。うなま保育園は３歳児がみんな幼稚園に行くと、全員。

そうしたときに、来年からですけどみかど保育園、今のまま推移した場合、ゼロ

歳児、１歳児は別として２歳児が７名、３歳児が１１名、４歳児は２名しか残りま

せん。うなまに関しては同じくゼロ歳児から１歳児は別として、２歳児が５名、３

歳児が３名、４歳児がゼロで、４歳児の在籍がなくなります。

保育所全体、田代を含めて全体でも、年間の行事として運動会とかクリスマス、

発表会とか計画されてますが、恐らくそれもままならなくなってくるんじゃないか

なと思っております。この辺りに関して、町長はどう思われますか、答弁をお願い

します。

【町長 田中 秀俊】

議長。

【議長 那須 富重】

町長。

【町長 田中 秀俊】

先を見ると、そういう形になっているということでありますが、先ほど、議長が

申しましたように「高齢化率が」という話の中で、やはり喫緊の課題は人口減少問

題ということであります。それが全てこういう若年層といいますか、子供たちがい

ないということになっていろいろな問題が生じてきているということで認識をして

おります。

これから先、どういう在り方がいいかという部分はしっかりと議論していく必要

があろうかと思っております。保育所児童の保護者の皆様へということでアンケー

トを採っておりますが、やはりみかどのほうがそういう形でいかがなものかという

苦情ではないんですが、やはりこういうほうがいいっちゃないかという部分で提案

をしてきている部分もありますので、そこ辺を今後、社協に委託をしておりますけ

ど、話しながらしっかりとまとめていきたいと。

以前から、よく幼保一元化とかそういう言葉が出てきてたんですが、今の体制で

は幼小中という形にこちらが教育のほうで固めてきたという経緯もありますので、

今度はその幼を切り離して、小中だけの学校というかそういう形にするかのという

話になると、なかなか難しかろうというふうに思っております。

５歳児がそういう形でみんな幼稚園に行くというのは、４歳児ですかね、年長さ

んですけど、よくよく分かるかなあという気がしております。

保育所でそこで午睡というか昼寝をするということになると、小学校に行ったと

きにそういう習慣がつくと非常に難しいという部分もありますので、ある程度、１

年先は幼稚園のほうに行かせたほうがいいという親の判断かなあと。

その下のほうの子供たちをどうするかという部分が本当に議員が心配するところ

だと思っておりますので、人口が減ってくる中で、保育所と幼稚園のありようをも

う少し検討する必要が出てきたということであります。

以上です。
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【議長 那須 富重】

町長の答弁が終わりました。

【９番 園田 義彦】

議長。

【議長 那須 富重】

９番、園田 義彦議員。

【９番 園田 義彦】

町全体を見ても幼児の数が少なくなっております。３歳児については「保育園に

残ってもいいですよ」「幼稚園に行ってもいいですよ」という自由ではなくて、以前

のように４歳までは保育園に残っていただいて、以後についてはもうそのまま「５

歳になっても保育所に残ってもいいです。幼稚園に行ってもいいです」というそう

いう体制を講じていくことも必要だと思われます。

園児の同世代が何十人もいれば別の話ですけど、１０人にも満たない園児を分け

て預かるよりか統一した形にすべきではないかなと思っております。

例えば、３名でその２名と１名に分かれていくと。保育園も幼稚園もそれぞれに

先生方が必要になってくると。やはり財政状況等を考えると、そこを整理したほう

が経費の節減にもつながるんじゃないかなと思っておりますが、答弁をお願いしま

す。

【町長 田中 秀俊】

議長。

【議長 那須 富重】

町長。

【町長 田中 秀俊】

議員がおっしゃることも一理あるかなというふうには思っております。

今後、やはりお子さんを持つ保護者の方にどうあるべきかという部分を打診して、

しっかりと協議していきたいなあというふうには思います。

ですので、ここで何歳から何歳をこんげして、今後はこの上をこんげしてという

話にはならないかなあというふうには思っております。皆さんがそういう形で「う

ん、それでいいですよ」という話だったら、そこをかき込むことはできないと思い

ますけど、やはり保育にかけるという部分がついてきますので、それも今度の議会

の議案第８４号である程度、幅を大きくしているという部分で、保育所に入る要件

が大きくなったという部分を考えてみてもそうでありますけど、やはりそこはそこ

で暗黙の了解というものが取れれば、そういう形でもいいのかなあと。

ただ、そこを「こうですよ、こうですよ」ということで規則どおりに織り込むこ

とはなかなかできないのかなあというふうには思っております。

ですが今度、人口減少が喫緊の課題ということで、ゼロ歳児から５歳児までとい

う部分で逆に増えてきたと。そのとき今度はどうなるかという話であります。ゼロ

歳児が多く入れば入るほど保育所は人の手が足りなくなるという話になりますので、
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そこ辺を臨機応変というか美郷の状況を考えて先に進めたいと。保護者の御意見と

いうものが一番、優先するかなというふうには思っております。議員が言うように、

そこで「こういう形でいいじゃないか」という部分も１つの方法だと思っておりま

す。

以上です。

【議長 那須 富重】

町長の答弁が終わりました。

【９番 園田 義彦】

議長。

【議長 那須 富重】

９番、園田 義彦議員。

【９番 園田 義彦】

それこそ先々になって保育園に入園にする人間が増えればそれが一番いいんです

けど、通園というか保育所に行ってる方々以外の人の数字を持ってるんですけど、

ゼロ歳から５歳児まで。とてもこれは先々、保育園児が増え過ぎてとかいう数字で

はありません。

実際、町内のゼロ歳児が今、保育に行ってない方も含めて２４名しかおりません、

全体で。ですから、そういうふうにされたほうが。「協議をしていく」ということで

ございますので、ぜひそういうことが必要であるということを申し上げます。

ちょっとこれ、仮定ですけど、例えば、保育園から幼稚園に入園された後、保護

者の仕事の関係で「しまった、やはり保育園に預けたほうがよかった」というよう

な状況になった場合、保育園でまた幼稚園からバックして預かることは可能か、町

長が答弁できればお願いしたいと思います。

以上です。

【町長 田中 秀俊】

議長。

【議長 那須 富重】

町長。

【町長 田中 秀俊】

そこ辺はちょっと詳しくありませんので、町民生活課長のほうにお願いいたしま

す。

【町民生活課長 田村 靖】

議長。

【議長 那須 富重】

町民生活課長。
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【町民生活課長 田村 靖】

保育所が子供を預かる要件というのがあるということは御承知いただいていると

思います。もちろんその親御さんにその要件がございましたら、預かることは可能

でございます。

以上です。

【９番 園田 義彦】

議長。

【議長 那須 富重】

９番、園田 義彦議員。

【９番 園田 義彦】

分かりました。

それでは議長、次に、婚活支援事業についての質問に行きたいと思います。

【議長 那須 富重】

２問目の発言を許します。

【９番 園田 義彦】

婚活支援事業、本事業につきましては、これまでも「みさこん」実行委員会を中

心に活動いただいております。美郷町の活性化のために必要な事業であると大変、

ありがたく思っております。

ただ、現在はイベントなどの中止で本事業もなかなか進められないというのが現

状であろうと思っておりますが、今後、どのように進めていかれるのか、事業の継

続はされるものだと思いますが、答弁をいただきたいと思います。

【議長 那須 富重】

町長の答弁を許します。

【町長 田中 秀俊】

議長。

【議長 那須 富重】

町長。

【町長 田中 秀俊】

この「みさこん」で平成２５年度から令和元年度の７年間で「みさこん」という

ことで実施をしております。

町内の男性が延べ１５２名、町内の女性が延べ８名の参加があり、町主催で男性

３名の方が結婚に至っているということであります。

ですので、この結果を見れば、何がしかの方法でやっていきたいと。

ただ、「みさこん」をするときに、参加者をみんなが手を挙げてどんどんどんどん

入ってきてやりますよという話なら非常にもう少し前向きにということになるんで

すけど、なかなかやはりちゅうちょするという部分で担当者がそういう人のところ
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へ行って、「参加してもらえないでしょうか」という話の中で募集というか集めてや

ってきたという結果であります。

ですので、今後この「みさこん」を発展的にどういう形でやるのが一番いいのか

という部分が出てきます。

今、県もいろいろな形で婚活支援というそういう形でやっていますので、そのＰ

Ｒとか、もう少しこの「みさこん」をもっと有意義なもの、結局、そういう人たち

にとって婚活の場所になっているのかという部分をしっかりと精査する必要がある

のではなかろうかと。そして、結果的に、カップルはできても結婚までには至って

ないというその数字が出てきてますので、やはりこちらが目指すのは「結婚」とい

うことにこぎつけるというか、そこが目的でありますので、やはりそういうしっか

りとした制度設計の中でそんげして誘導していくという話でもないんですけど、発

展的にちょっと練り直していくということで、今、政策推進室等々で協議をしてい

ただいているということであります。

以上です。

【議長 那須 富重】

町長の答弁が終わりました。

【９番 園田 義彦】

議長。

【議長 那須 富重】

９番、園田 義彦議員。

【９番 園田 義彦】

現在、町内で進められております地区別定住戦略会議ですかね、ほとんどの地域

で人口に関する話し合いがされているようでございます。だから、やはり将来に向

けて、この婚活事業を継続していくことは本当に重要であると認識をされていると

思いますが、その辺りの思い。

また、町内での独身者がどのくらいおられるのか、概略でも分かっておられれば、

答弁を求めたいと思います。

以上です。

【町長 田中 秀俊】

議長。

【議長 那須 富重】

町長。

【町長 田中 秀俊】

本当に人口減少というか少子化ということは、やはりこういう独身の男性等々が

多いということにつながってきてるのかなあと。

ですので、そこでいかに誘導して結婚していただくかという部分が非常に問題だ

ということであります。

やはり婚姻届が年間１０件くらいしかないということであります。高度成長時代
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には、やはり美郷町内１２０件くらいの婚姻届があったと。それが毎年ですので、

全然、人口的に考えると問題にならないということであります。

ですので今後、やはり人口を増やすには、行ってきてもらうか、そこで増やして

もらうか、この２つしかないというふうに思っておりますので、やはり移住定住で

そういう子供さんたちがいる世代の人たちの定住移住を促しながら、中でこういう

婚活をしっかりとして人口を増やしていきたいというふうに思っております。

独身男性、独身女性の概数ということでありますが、ちょっと私のほうは不勉強

で認識がありませんので、政策推進室並びにどちらかが分かれば。

申し訳ないということでありますが、そこまでまだ把握はしていないということ

であります。

ちょうど平成２５年度から令和２年度ということでしたときに、渡川でもやって

るということであります。平成２９年度に事業回数で２回、そして平成３０年度に

１回ということで、カップルが３組できたということでありますが、結婚までは成

立していないと。

先ほど、地区別定住戦略の中で、やはり人口減少というものがついてくるという

ことで、やはり我が事としてそういう部分をどうするかと。昔、仲人さんというか、

お世話役をつくって、まずはやっていったほうがいいっちゃないかとか、いろいろ

あろうかと思いますけど、現代に応じたやり方で何とかしていきたいなあと思って

おるところでありますが、それの良作がないというところでありますので、お知恵

を頂ければと思っておるところであります。

以上です。

【議長 那須 富重】

町長の答弁が終わりました。

【９番 園田 義彦】

議長。

【議長 那須 富重】

９番、園田 義彦議員。

【９番 園田 義彦】

なかなか全体を把握するのは困難であろうと思いますが、私たちの地域で活動を

いただいております消防団、団員が２３名おります。そのうち１０名が独身者でご

ざいます。その１０名の中には、そのうち何とかなるんじゃないかなという方もお

られますが、半面、これがこのまま行ったらという心配もあります。やはり調査を

して、公表とかはできなとは思うんですが、町内にどれくらいの独身男女がいるく

らいは、概略を把握しながらこの事業を進めていく必要があると思います。

町外への呼びかけも必要だと思いますが、この町内に対象となる方々が結構、お

られるのではないか。そこ辺あたりでやはりなかなか参加しにくいという方がおり

まして、ただそういうことを進めていく必要があると思います。

婚活事業は実績も必要でございますけど、やはり継続してやっていかないと、継

続していくことが重要だと思われますし、ただ、その関係者、担当課とか実行委員

会だけではなかなか大変であろうと思われます。

あくまでも提案というか、提案めいたようなことでございますが、各公民館、南



15

郷で言えば水清谷、神門、鬼神野、渡川に各１名くらいずつ婚活支援サポーターの

ような方々を依頼して、連携というか協力をいただきながら進めていくこと。また、

各イベントの開催もできなかったり、開催できても、さっき町長の答弁にもありま

したが、何か参加しにくいとか、参加したいけど、業務の都合などで参加できない

方々もおられると思うんです。

例えば、紙面で今、議会広報には各地域の方々を写真を載せておりますが、そう

いう紙面で紹介するようなこと、写真を入れて、「私はこういう仕事をしながら町内

で頑張っております」くらいでいいと思うんですよ。そのようなことも行ってみる

ような価値があるのではないかと。

あと可能であれば、ちょっと無理かもしれませんが、そのようなことにたけた地

域おこし協力隊でも募集して行ってみるのも方策の１つではないかと思っておりま

す。

町長の答弁をいただきたいと思います。

【町長 田中 秀俊】

議長。

【議長 那須 富重】

町長。

【町長 田中 秀俊】

ありがとうございます。やはり男性もなんですけど、女性を町内から出さないと

いう工面が非常に大切だと。入ってくることはやはりどんどんやらないといかんわ

けなんですけど、今後、出ていってもらうと非常に困るという部分がありますので、

それも特にそういう年齢、若い世代が欠けていくとやはり人口が減るということに

つながってきますので、そこ辺を議員がおっしゃったような提案がありましたので、

そういう形で精査してやっていきたいというふうには思います。

本当にこの頃、赤ちゃんを見ないということになってますので、非常に問題だと

いう気がしております。ですので、この「みさこん」をどういう形で発展させてい

くかと、つくっていくかという部分は今のような形でやっていきたいなあというふ

うに思います。

言われるように、それぞれの大字ごとにそういうサポーターとかそういうことを

しっかりとやっていければと思っております。これはある程度、やはり教育という

部分も重なってくるのかなあという気もしております。

ですので、ある程度、思春期になったときにそういう教育の中で、そういうこと

を言っていいとか、結婚はやはりしなさいよという、その言うとかどうか分かりま

せんけど、やはりそうしないと、これは美郷町だけではなくて日本人口に関わって

くる問題ですので、やはりそこ辺も大切かなあという思いはあります。

以上です。

【議長 那須 富重】

町長の答弁が終わりました。

【９番 園田 義彦】

議長。
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【議長 那須 富重】

９番、園田 義彦議員。

【９番 園田 義彦】

ぜひ、いろいろな方法を検討しながら、美郷町の将来に向けて努力していくこと

が必要であることを申し上げまして、私の質問を終わります。ありがとうございま

した。

【議長 那須 富重】

これで、９番 園田 義彦議員の質問を終わります。

【議長 那須 富重】

ここで、５分間の休憩とします。

１０時４１分からの再開とします。

（休憩：午前１０時３５分）

（再開：午前１０時４１分）

【議長 那須 富重】

休憩前に引き続き、一般質問を再開します。

次に、８番、森田 久寛議員の登壇を許し、１問目の発言を許可します。

【８番 森田 久寛】

議長。

【議長 那須 富重】

８番、森田 久寛議員。

【８番 森田 久寛】

それでは、通告に従いまして、今回、１問、町長にお伺いをいたします。

９月の定例議会で、山本議員のほうから同じような質問が出されましたので、少

し類似する点があろうかと思いますが、その点、お許し願いたいというふうに考え

ております。

さて、余分なことになると思うんですが、約四、五十年前、ＪＡ日向、今の前身

日向農協、そのときの営農取扱高、その中で、日向農協の営農取扱高、約３０億円

前後を干しシイタケで占めていた時期があったわけですよね。そのときには、平均

単価が５，０００円を超えるような価格であったものですから、非常に町村挙げて

シイタケ栽培に取り組んだという思い出があるわけでございます。

しかし、いいことは長く続かないもので、あるとき突然、中国の安い品物が日本

に輸入してまいったものですから、一番最低の平均価格１キロ１，０００円を割っ

た時期が出たんですよね。平均６００円という時期がございましたし、バレ葉を徳

用系と言いますが、その徳用系でさえ今、二、三千円するのが当時、１００円か２

００円の価格になったわけでございます。そうなりますと、ほとんどの小さい生産

者はもうやめざるを得ないということでやめてしまったわけです。
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しかしその後、中国の品物には安全性に問題があるということで、中国の品物の

シイタケ離れが始まりまして、一時、値段は回復したわけでございます。しかし悪

いことは続くもので、その後、東日本大震災というものがございまして、原発事故

がございました。その風評被害で、また価格が急落したわけです。さすがにそのと

きの落胆ぶりには相当、半分以上の生産者が、美郷町、昔の西郷村ですがね、そこ

でも減ったんじゃなかろうかというふうに考えています。

西郷で私の地区は、干しシイタケではかなりな生産者がいた大口の地域なんです

が、そこでさえ、もちろん人口減少等も考えられるんですが、今、当時の１０分の

１くらいしか残っていないというのが現状でございます。

しかし、今回から原木供給事業というものがなくなって、当然、その原木供給事

業というのはあまりにも経費がかかり過ぎるということと、全て手作業でやらない

といけないということで、受け手がなくなったという理由で、当然、廃止の方向で

進められたと。

しかしながら、その代わり自伐で自分の原木を伐採する方に対して１本２５円の

補助金を交付しましょうと。全体的に公平になったわけですから、その点はいいと

思うんですが、ただ問題なのは、数少なくなった原木シイタケ生産者の中で高齢の

生産者ですよね、自分で実際、木を持っていながら、したくてももう伐採ができな

いもんですからできないと。それではそういう高齢者の生産をしていている方々の

対応策というのを全然、町で考えないものでいいのかなと思ったんです。

だから、そういう高齢の生産者のための対応策ということについて、もし考えて

おられたら答弁をお願いいたします。

【議長 那須 富重】

町長の答弁を許します。

【町長 田中 秀俊】

議長。

【議長 那須 富重】

町長。

【町長 田中 秀俊】

議員おっしゃいましたように、９月議会定例会において山本議員より、この質問

をされたところでありますが、そのときに、やはり原木供給事業は今は廃止してお

りますけども、言われたような形に変えてるということなんですが、やはり２つ合

わせたような、１つは今の、それと供給事業、これも考えていく必要があるという

ことだと私は思っておりますので、この２つの事業を今の２５円という部分ですけ

ど、これも精査すると。そして、今まで続いてきた原木供給事業を再度、精査して、

２つの事業を併用するというかそういう形で供給事業ができないかということで、

９月の議会で答弁した気がいたします。

こう書いてあります。「シイタケ原木供給事業を復活させる必要はあると考えてお

り、再考する余地はあると」ということでありますので、そういう形で答弁をいた

しました。

ですので、今の制度事業と原木供給事業、これをしっかりと二本立てにして、お

っしゃるように直原木があるんですけど高齢で伐採ができないという生産者も多い
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ということでありますので、そこ辺をどうフォローしていくかという部分をしっか

りとこの供給事業に乗せるという形で検討してまいりたいというふうに思います。

ですので、そういう形になっていって、昔のように生産量が増え、シイタケの価

格も上がってもらって収入が増えるということにつながっていけば非常にいいこと

でありますので、そういう下支えをしっかりとやっていきたいと思っております。

以上です。

【議長 那須 富重】

町長の答弁が終わりました。

【８番 森田 久寛】

議長。

【議長 那須 富重】

８番、森田 久寛議員。

【８番 森田 久寛】

確かにそのような答弁をいただいたことを記憶しております。

ところが、１１月１２日に農林振興課のシイタケ担当者の呼びかけで、各区の部

会長さん、それにＪＡ、それから農林振興局の担当者の方、それと美郷町のシイタ

ケ指導林家というのがございますが、その方々が集まりまして、もちろん原木供給

事業の廃止に伴うその説明をしたいということと、今後の対応策ということで協議

をしたわけでございます。集まった方はほとんど、「これから原木供給事業はなくな

るのだろう」というような感覚でおったわけですよね。もちろん担当者の方々は今、

町長が答弁されたようなことを説明したわけですけども。

そのときに提示した内容が、現行でもし２万個以上を植菌をする人に対しては種

駒に対して３分の１の補助がございます。そうした場合に、もし２万個植菌した場

合、種駒で補助をもらう方は全部で２万５，０００円くらいの手取りがあるわけで

す。そうすると、原木供給事業の場合には１２万５，０００円の、現行の補助だっ

たら４万５，０００円種駒だけでも。原木供給事業には１２万５，０００円の補助

金額ということで、２万個、植菌した場合ですよ。

そうすると、１人当たりの生産者に２万個でも１２万５，０００円、マイナス４

万５，０００円で８万円の差が生じるということで、やはり原木供給事業がいかに

高くつくかというような問題が出たわけです。

それで、将来は恐らく高齢の方々がやめたら、もう供給事業というのはなくなっ

てもしかるべきかなというような感覚の質問がちょっと出されて心配をしたわけで

す。

それと、その方々のそこで出した意見の中に、将来はもしこの原木１本当たりの

価格をもう少し上げていただいて、そして足腰の強いもうちょっと余裕を持たせて

いただいたら、各地区のそういう部会長さんを中心にして三、四人で協業体のよう

な形をつくって、その方々でその伐採搬出のできない方々の手助けをしたらどうか

というようなことで話が出たんですが。

ただ、そのためにはもちろん高齢者で切れない人は負担金が必要になるわけです。

だから両方に１本当たりの単価を上げていただいたら、大分、違うんじゃなかろう

かなという要望です。その点については、いかがなものでしょうか、町長にお伺い
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いたします。

【町長 田中 秀俊】

議長。

【議長 那須 富重】

町長。

【町長 田中 秀俊】

１１月１２日に、そういう会議をしたということは聞いております。そのときの

結論は、現状の補助事業を継続しつつ、原木供給に関する補助事業を再構築する方

向で検討するということで、どういう形になるのが一番ベストかというのは置いと

って、やはりその産業振興基金を有効に使って、最初、また元に戻るというか、栗

でやってシイタケでやって茶でやってという部分でやはりやっていこうという頭が

ありますので、その産業振興基金を使ってそういう下支えをしていく必要はあると

いうことで私は考えておりますので、今、議員が言った協業体というかそういう部

分が立ち上がっていけば、また違う形で制度設計をして頑張っていただければ、そ

ういう形でどんどんどんどん。

結局、原木が来れば植菌はするという形にローテーションが回っていくというこ

とになれば、非常にいいかなと思っておりますので、そういう部分では進めたいと。

やはり一番の本は、木を切って自分の庭先に来ると。高齢者であれば。そういう

制度設計をせんことには、その植菌がどうのこうのという話よりかは、やはりそこ

が一番本方ですので、そういう部分はしっかりやっていきたいと。議員が言うよう

なことになればなおいいということで、やはりそっちのほうも進めていきたいと。

ある程度、お金というかそういうものがかかっても、やはりしっかりと下支えを

１次産業の振興と農業振興ということ、林業振興ということは一緒ですので、どの

作物もいろいろな形でやっていきたいと、そういうふうには考えているところです。

以上です。

【８番 森田 久寛】

議長。

【議長 那須 富重】

８番、森田 久寛議員。

【８番 森田 久寛】

そういう内容の要望を私が出したのは終わってからですね、そういう方々が「せ

っかくですから、今度の１２月定例議会でそういう要望が出されるのなら一般質問

でしていただきたい」ということがございましたので、再度、させていただいたと

いう次第でございます。

その中で、もちろん協業体をつくるとして、つくるつくらない、もしつくるとし

たら、やはり原木というのは大きな機械で、いわゆる林業機械でやったら傷つきま

すよね。傷ついたら、割合、傷ついて皮がはげたらシイタケ原木というのは芽が出

にくいんですよね。だから手作業でやるから、なかなか受け手がいないということ

になるんですが。
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そこで、私たちもシイタケ指導林家の一人として県のほうにずっと長い間、中型

以下のそういう林業機械、グラップル、それからウインチのフル装備のついた機械

ですが、何とかそれの補助事業をつくっていただけないだろうかと。もう七、八年、

言い続けてきたたら、今度やっと、その補助事業ができましたという報告があった

わけです。大変いいことだと思って楽しみにしていたんですが、この前、１０月、

１１月の話の中で、実は見積書を取ってみたら約９００万円くらいなるわけですよ

ね、全てフル装備したら。そうなると、高額であるために上限を設定して、それに

対して補助金を３分の２出し、残りは自己負担だということになりますと、その上

限を２００万円に設定したいという担当課の話ですよね。それはほかの町村も大体、

２００万円を上限にしているという理由だそうです。

そうなりますと、自己負担が７００万円前後になるわけですよね。７００万円も

出すということになりますと、今のシイタケ生産者の力では無理じゃないかという

気がしたんですが。

私がこれを言いたいのは、林業の事業体ですよね。例えば、年間５，０００立米

以上、出す方々、しかも認定を受けたそういう大きな事業体に対しては、３，００

０万円、４，０００万円もするような高性能林業機械が３分の２の補助が丸々出る

わけですよね。だからそういう大きな事業体というのは、そんな大きな機械をわざ

わざ３分の２も出さなくても経営をする力はあると思うんですよね。シイタケ栽培

者は、もう７００万円も出したらとてもやっていけないというのが現状なんですが、

ここらあたり、そう何人も購入する人は少ないと思うんですが、せめて協業体とい

うのを設置できたら、それは自ら生産者がつくらないと、とても町から「つくりな

さい」と言っても長続きはしないと思うんですが、そういう協業体ができたら、丸々

３分の２を上限なしで補助事業として町で取り組んでいただけるのかどうか、それ

を町長にお伺いいたします。

【町長 田中 秀俊】

議長。

【議長 那須 富重】

町長。

【町長 田中 秀俊】

議員おっしゃるのは、県単事業だと思っております。

その例がやはり９００万円くらいでグラップルを受けて３００万円、そのときに

出したと。そして３００万円が上限という話で聞いております。

やはりその原木供給事業が、原木供給がそういうことによってなされていくかと、

協業体ができて。そうなればまた話は別かなと。これを個人にという話じゃなくて、

やはり協業体ができて、その人たちがほかの人たちのものも切ってやると。どんど

んどんどん出していくと。そういうことであれば、そういう事業体が例えば、３つ

できて、それぞれ南郷、西郷、北郷と。それに機械が要るという話になれば、やは

りこの県単事業は使いますけど、町独自の幅を持って、やはり上限はつけないと、

２，０００万円でも３，０００万円でもいいとかという話にはなかなかならないと

思いますけど、やはりそこ辺で生産者が非常に。生産者というか協業体の人たちが

自分たちの身銭を切ってという部分で負担にならないようにするために、やはりそ

れは検討していく必要があると。
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ですので、あくまでもその人たちがやってくれるかという条件の中での補助とい

うか、そういうことにしなければ、ある程度、今度はほかの人たちが間に合わない

という形になろうかと思いますので、そうなれば、私はその町の持ち出しというの

は、例えば、県と合わせて半分くらいになったとか、そういうことになれば、それ

はそれで私はいいのではなかろうかというふうに考えてはいます。

ですので、こうですよという今の県単事業で全てを網羅するということではなく

て、あくまでも原木供給事業が円滑に進むがための施策であれば、それはそれでそ

ういうものが要るということになれば、話は別かなというふうには思うところです。

以上です。

【８番 森田 久寛】

議長。

【議長 那須 富重】

８番、森田 久寛議員。

【８番 森田 久寛】

確かに言われるように部会長さんの方々もまだあそこで直感的に出しただけで、

実際につくれるかどうかというのも問題があるんですが、ただ、今、ウッドショッ

クという言葉がございますが、ほとんど山を見てみますと針葉樹林は伐採をされて

いっております。紅葉して残っているのがほとんどシイタケ原木ですよね。青いの

は雑木林だと思うんですが。

やはり町長、御存じのようにシイタケの原木林の保有樹林というのは物すごい直

根性で作業道を抜くときに、それを重機で引き抜いてみると２メートル以上、物す

ごい大きい株が二重も三重も下に直根で入ってるんですよね。だから非常に風それ

から台風災害に強い樹種だということで、場所によってはどうしてもなくしてはな

らないシイタケ栽培をする以上に山を守るための木の１つであるというふうに思う

んですよね。

ところが、今の状態を見ますと、もうほとんど大径木化してるんですよね。そう

いう原木供給事業に頼ってる方々が減らないもんですから、そうなりますと、「じゃ

あ下のほうだけを捨てて、上のほうの小さいところだけを原木に利用したらどうか」

と言うような人もいるんですけど、老木になる、４０年以上になりますと、下が大

きい木は上のほうの小さいところもあまりシイタケを、種駒を植菌しても出てこな

いんですね、不思議と。やはり２０年前後の木しか本来の芽が出る姿というのは見

ないわけですから、何とか。今、町有林はクヌギを植えたり萌芽を促しているとい

う、この前、資料が出ていて安心したんですが、やはりそういう今のうちに道の上

とかそういう絶対、災害に遭うおそれのあるところはやはり針葉樹ではくそういう

ものを植えていって、シイタケ原木を育てていくと。ひいては両方、将来は無農薬、

それから無肥料の１つの農産物として、必ず脚光を浴びる時期が来るんじゃないか

というふうに皆さん、言ってるんですよね。だから何とかそのためにも、シイタケ

生産者をこれ以上、減らさないように、何とか原木を、若い萌芽でもして、そして

変えていくようなそういう方法というものを何とか町のほうで考えていただいて、

いわゆるシイタケ生産者農家を少しでも支援していただくようお願いをいたしまし

て、私の質問を終わります。よろしくお願いしておきます。
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【議長 那須 富重】

これで、８番、森田 久寛議員の質問を終わります。

【議長 那須 富重】

ここで、１０分間の休憩とします。

１１時１５分からの再開とします。

（休憩：午前１１時 ３分）

（再開：午前１１時１５分）

【議長 那須 富重】

休憩前に引き続き、一般質問を再開します。

次に、２番、中嶋 奈良雄議員の登壇を許し、１問目の発言を許可します。

【２番 中嶋 奈良雄】

議長。

【議長 那須 富重】

２番、中嶋 奈良雄議員。

【２番 中嶋 奈良雄】

通告に従いまして、一般質問をさせていただきます。

美郷町は、西北中山間地特Ａ米を２年連続して取得しました。県内でも２年連続

して取得したのは初めてのこと。その関係者に感謝したいと思います。

美郷町西北中山間地特Ａ米を２年連続して取得したことは本当に喜ばしいことで

すが、高齢化とともに放棄地が増えています。米作りは機械化、ＡＩ農業の時代に

入りつつありますが、あぜ草切りはまだまだ草刈り機で行っています。田の草切り

は大半、６０代、８０代の人たちが暑い中、頑張って行っています。若い人は勤め

から帰り、田の管理をしておりますが、話を聞いたところ、草刈りが一番の問題だ

と話しました。

あぜ道コンクリート張りをすることで、Ｕターン・Ｉターンの人たちも米作りし

やすい環境をつくっていくことにより、景観条例にも当てはまるのではないかと伺

います。

町長の答弁をよろしくお願いします。

【議長 那須 富重】

町長の答弁を許します。

【町長 田中 秀俊】

議長。

【議長 那須 富重】

町長。
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【町長 田中 秀俊】

特Ａ米のお話がありましたが、担当に聞いたら、日本穀物検定協会の食味ランキ

ングに出すがためにやはり美郷町の米がその審査というか、まだそこまで行ってな

いんですけど、県のほうに出したと。そこがないとどんどんどん上のほうには行き

ませんので、そういう段階だということであります。これがいつどういう形でなっ

ていくのかは、ちょっと日程的に分かりませんけど、第一段階はそういう意味でク

リアということを聞いております。

議員おっしゃいましたように、あぜのコンクリート張りというか、それはいろい

ろな方から米農家の人たちから聞いております。

何が大変かと言ったら、もう米を植えたときから稲を植えたときから草切りが仕

事ということで非常に大変だという話で、自分も少しなんですが作っておりますの

で、この草刈りは大変だなあというふうに思っております。

それをコンクリート、コンクリート畦畔の事業はやってるんですけど、県の事業

なんですけど、これは美郷町だけということであります。このコンクリート畦畔も

県はいつかせんちゃないかなあと思う、やめようというそっちの方向に行くっちゃ

ないかなあという気がしております。ですので、こちらとしてはやはりお願いをし

てコンクリート畦畔をやってくださいよという話は進めていきたいと。

コンクリート畦畔のいいところは、１０センチくらい、すぐちゃんと天端がつき

ますので、そこの部分は草ができないと。既製品で行けば２０センチの部分があり

ますので、今それをする人は少ないということなんですが、それも対象になってま

すので、そうすると、２０センチは草が生えないという話になりますが、そこ辺が

限度かなあというふうに思っております。

今、建設課長に、「それをしたときにメートル当たりどのくらいかかるか」という

話をしたら、「４，５００円くらい要るっちゃないか」という話であります。ですの

で、１反の田が、例えば、１反ですので１０メートル掛ける１００メートルで１，

００平米ですので、それの倍ですね。１１０メートルの倍、四隅全部したとき２２

０メートル。２００メートルとしても４，５００円を掛ければ９０万円くらい要る

という話であります。そういう膨大な田がありますので、なかなかこれが現実的に

できるかということになりますと非常に難しい問題をはらんでいると。

その代わり、今は近年、雑草の根が枯れない除草剤のサンプルとかのり面の防草

シートとか、また違う植物というか龍のひげとかいろいろな大きくならないような

ものを植えて、草刈りの軽減、草を生やさないようにしながら作業の軽減を図って

いるということでありますので、コンクリート化は難しいとしても、何かそれに代

わる、よかったなあというようなものを見つけてこれを推奨していく必要があるか

なあというふうに思います。

ですので、何か県のほうに聞いたりいろいろなところに聞きながら、これは対策

は必要だろうと。高齢化していけばいくほど、なかなかそれが守れないと。美郷町

はブランド米のＪＡひむか米ということで美郷米という形にしてますが、それをい

かに守っていくかということは、やはりこういう作業の軽減に関わってくるという

ふうに思っておりますので、しっかりと重く受け止めて対処していきたいというふ

うに思っておるところでございます。

以上です。

【議長 那須 富重】

町長の答弁が終わりました。
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【２番 中嶋 奈良雄】

議長。

【議長 那須 富重】

２番、中嶋 奈良雄議員。

【２番 中嶋 奈良雄】

町長の答弁でなかなか難しいようなことを言われましたけど、最近、メッシュ柵

の管理を防災無線で流していますが、あぜ草切りがなかったらメッシュ柵の管理も

手が回ってくると私は考えています。高齢化の中で、そこまでなかなか手が回りに

くいと、あぜ道にメッシュ柵とか電柵が立ってます。それを草刈り機で切っていく

わけですが、それは毎年、切っていかなければなりません。コンクリート張り化に

よってそういう労力をなくすこともできます。

今後は、米作りではなかなか生活ができないような時代です。先日、えびのに視

察にいきましたが。視察というか特Ａ米の研修に行きましたが、「えびのでも米だけ

ではなかなか生活ができなくていろいろなことをしながら対策しています」という

ことでした。

美郷町も、米だけではなく野菜、カキ、杉の苗木づくりなどいろいろな作物を作

る時期が来ていると思われます。そのためにも必要なことだと私は思ってます。チ

ェーンソー、草刈り機で仕事をして、帰ってきて、あぜ草切りをします。草刈り機

などは１時間仕事をして３０分から１時間、本当は休憩しなければなりませんが、

そのまま帰ってきて草を切ったりします。振動病にもなりかねません。コンクリー

ト張りは本当に私は必要なことだと思います。最近、そういう話が多くなってきま

した。あぜ草切りが大変だと。

高齢化とともに御主人が亡くなって女性が草切りをすることが多くなりました。

それで、やはりそういう草切りがなかったら、もうちょっと米を作るんですけどと

いう話も聞かれます。このコンクリート張り化によって放棄地が減ってくることは

確かに私はあるんじゃないかと考えますが、町長のお考えを聞かせてください。

【町長 田中 秀俊】

議長。

【議長 那須 富重】

町長。

【町長 田中 秀俊】

米作りということで大きく言うと、今の米価というか国のほうの買取、いろいろ

なものが安くなっているということになってるという話ですが、これを買い支えて

いただきたいというのが本音のところであります。

日本の主食でありますので、やはり食料自給率をしっかりと米は持っておかない

といかんちゃないかと、確保しとかないかんということになれば、やはり米作りは

減るというか、米は主食用、米がどういう変化をしていくかという部分と飼料用米

とかそういう話になりますが、結局、田はそのまま使っていく形になろうかなと。

また、そういう形でなければいけないというふうに思っております。
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ただ、この畦畔というかあぜのコンクリート張りという部分は、それにこしたこ

とはないというふうには思います、できればですね。だけどこれは今さっきも言い

ましたように１反そのくらいの面積があったときに１００万円近くかかるという話

になれば、それがどのくらいの延長というか、美郷町の田のあぜの。どのくらいに

なるのかはまだ全然、想像もつきませんが、これをやっていくということはほとん

ど不可能ではなかろうかというふうに、自分では考えます。

ですので、コンクリートに代わる方法をやっていくしかないかなあというふうに

思っております。それを今後、一生懸命、何がいいのかということで調査研究をし

て、それを普及していくという話のほうが現実的にいいかなというふうに思ってお

ります。

草が生えてしまうと何が悪いのかという話になりますので、結局、通気性とかそ

ういう害虫とかそういうものに影響をするから草を切らないかんという話になりま

す。

ですので、やはりそういう草が生えないような方法を模索していくと。そして、

いいのか悪いのか分かりませんけど、畦畔ぎりぎりにというかあぜぎりぎりに植え

る必要があるのかという話であります。ある程度、１０センチ、２０センチ空けて

植えてもいいのではなかろうかというふうにも思います。

結局、今までが米作りは主食で大切なものだったから、ぎりぎり植えてちょっと

でも空いたところには補植をしてという話でありますけど、今のそういう植え方で

もいいんでしょうが、やはりある程度、そういうことを考えたとき少し離すとかそ

ういうことも大切ではなかろうかというふうに思います。

この草をいかに生えないように違うものに置き替えていくかということを、ちょ

っと時間が要りますけど研究をさせていただきたいというふうに思っております。

以上です。

【議長 那須 富重】

町長の答弁が終わりました。

【２番 中嶋 奈良雄】

議長。

【議長 那須 富重】

２番、中嶋 奈良雄議員。

【２番 中嶋 奈良雄】

私も町長が言われたように、いろいろ管理しやすいように、またコンクリートを

使わないでできないかといろいろ考えました。防草シートとか除草剤とか。

しかしながら、除草剤はあまり使い過ぎると環境にもよくないと。まして直接、

食べる主食である米に対して除草剤を畦畔にまいたりいろいろするのはいかがなも

のかなと私は自分なりに考えました。防草シートを敷いても、いつかはやり替えな

ければなりません。

このコンクリート張りは半永久的に草刈りをしなくて済むように思われます。私

は、コンクリート張りをいろいろ計算してみたんですけど、あぜだけですね。のり

面は別です。あぜ道の５０センチですね、厚みが８センチ、１反で１２０メートル、

コの形にしたときに、そのとき私の考えで４．８立米かなと思うんですけども、そ
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れに生コン代が約２万円、そのときに９万６，０００円と思うんです。田んぼはも

う水平が出てます、水を張って。だから、板を両脇に立てて８センチのそれに生コ

ンを流して、ずっと撫でていって滑らないように竹で目をつけていって、それは素

人といいますか、耕作者でもできるように思われます。

ある村では、もう早く、要するに２０年前頃からそういうことをしてまして、「全

部を町がお金を出してくれてやりました。終わりました。本当に米作りが楽になり

ました。助かってます」という話を聞きました。現に私は行ってみました。本当に

喜んでいました。

あぜ道コンクリート張りは、皆さんが一番、望まれているのではないでしょうか。

町長は、どう思われますか、伺います。

【町長 田中 秀俊】

議長。

【議長 那須 富重】

町長。

【町長 田中 秀俊】

先ほども言いましたように、そういう話はよく聞くということであります。要望

はあるということでは承知をしております。自分自身も、そういうことをしながら、

何かいい方法はないかなあということで、コンクリート化というかコンクリート張

りということは全然、考えておりませんでしたので、これがどういう計算でという

か、安くて安価でやれればそれに越したことはないと思っておりますが、なんせ、

その延長がどのくらいなるのか分からないということで、その畦畔もあぜも幅が違

うということで、幅を合わせるという話になっていくと、またそれからはみ出たあ

ぜが広いところはまた草が出るという話になってくるかなあという話にもなります

ので、一応、ちょっと自分のところの畑を防草シートというか普通の黒のそういう

やつじゃなくて、ちょっと精度がいいというかそういうやつを張ってみたんですが、

これをちょっと見てみろうかなと思っております。

普通の黒のマルチなみたいな形になると、やはり出てくると。草が出てきて後は

もう本当にマルチみたいな黒が全然、見えなくなると。それも草を切らないかんと

いう話になるので、そういう防草シートでは話にならんというふうに思っておりま

すので、その防草シートもいろいろなものがあるということで聞いておりますので。

それと、除草剤というか、結局、根は残す。全部、死んでしまわないと。それが

他に及ぼす影響というものもしっかりと精査しながら、そういうものがあれば、昔

の草枯らしとは違っていろいろなものがありますので、そういう部分でやれれば、

そういうほうに考えていくほうがいいかなあと、今のところは思っております。で

きれば、本当にコンクリートを張ってしまうのが半永久的ということでありますが、

実態としてそういうことがちゃんと可能かという部分はちゃんと精査する必要は出

てくるということだと思っております。

以上です。

【議長 那須 富重】

町長の答弁が終わりました。
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【２番 中嶋 奈良雄】

議長。

【議長 那須 富重】

２番、中嶋 奈良雄議員。

【２番 中嶋 奈良雄】

合併前には農道などのコンクリート張りが村の時代ですけど配付されまして、個

人で農道張りをしてましたが、今はないです。このことから考えても、あぜ道のコ

ンクリート張りは、私はできなくはないと考えています。

林道でもコンクリート張りをされてました。今でもあると思います。農業に関し

ても、農業と言えばもう田に限られてきますけども、そういうみんなが助かるよう

な骨折らない事業とか、本当に今まで汗水流してきた７０代、８０代の人たちが一

生懸命、頑張ってきて神経痛を患いながら守ってきた田を、そういうできないとい

うような形じゃなくて、いかにして手を、労力を抜いて楽をさせてあげるというよ

うな、それが私は町の施策だと考えています。

確かに除草剤も悪くはないと思いますが、今、林道なんかにもまくようにしてま

すけども、これは町長も言われたようにあまりよくはないということだと私は受け

取りましたが、やはり土手やらが除草剤をまくと壊れてきます。根が張らないので。

要するに、この前も町道の草切りの件で除草剤の話も出ましたが、やはり反対され

る方もいました。環境によくない、川に流れるおそれもあるんじゃないかとかいろ

いろ話も出ましたが、やはり簡単に、できないということではなくて、今まで携わ

ってきた農業をする人たちのためにも、今後、若い人たちがやっていくためにもコ

ンクリート張りは絶対、私は必要だと思います。その点、くどいようでありますが、

もういっぺん、町長の考えを伺いたいと思います。

【町長 田中 秀俊】

議長。

【議長 那須 富重】

町長。

【町長 田中 秀俊】

コンクリート張りを否定しているわけではないということだけは分かってほしい

と思います。これがベストなのかという部分も分からないということであります。

このコンクリート化したときに、またどういうことが起こるのかという部分もや

はり考える必要があると。

ただ、まだコンクリート化の前に、それにコンクリートに置き換えられるものは

ないかという話であります。ですので、それをやって、「これ、やっぱ駄目じゃね」

という話になれば次に進むという形でもよかろうというふうに思うんですが、結局、

雑草抑制の芝草とかいろいろなものがあるから、やはりそういうものを植えてみて

どうかと、実証してみる必要もあるかなあと。それで駄目なら、それならコンクリ

ートを張れやということで、「皆さん、張っていいですよ」という話になれば、そう

いう方向に行く可能性はありますけど、「いや、そこまでせんでいいちゃないか」と

いう話にもなってくるかもしれません。そのときはそのときの議員さんの判断にも
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よるし、町民の水稲農家さんがどう考えるかという部分を。

ただ、１０人おって１０人、多分、それが楽でありますのでそういう形になって

くると、コンクリート畦畔もそうですよね。あぜを塗らんでいくためにそんげする

と。そしてどんどんどんどんそういう形になってきたということは理解できます。

ただ、まだやってみることが、コンクリートに代わる、置き換えができないかと

いうことをやってみることが必要ではないかと思っておりますので、そこ辺をやっ

てみて、どうにもならんねという話になれば、またそういう方向で皆さんと検討す

ることになっていこうかと思っております。

以上です。

【議長 那須 富重】

町長の答弁が終わりました。

【２番 中嶋 奈良雄】

議長。

【議長 那須 富重】

２番、中嶋 奈良雄議員。

【２番 中嶋 奈良雄】

町長の考えは分かりました。

しかしながら、やはり大半の農家は米作りをされています。特に特Ａ米を２年連

続して取得して、また３年目を目指して頑張っておられることだと私は思います。

そういった点でもこのことは一番うれしいんじゃないかと思われますけども、私の

考えは明るい農業、楽しい農業、儲かる農業を目指して、今からは頑張っていく必

要があると思いますので、町長のお考えは大体、コンクリート張りはよいというよ

りか、そういうことを考えてできなかった場合には、そういうことも考えてみると

いうような答弁を受けましたので、私の質問はこれで終わりたいと思います。どう

もありがとうございました。

【議長 那須 富重】

これで、２番 中嶋 奈良雄議員の質問を終わります。

【議長 那須 富重】

４０分を過ぎましたので、再開を１３時からといたします。

（休憩：午前１１時４０分）

（再開：午後 １時００分）

【議長 那須 富重】

休憩前に引き続き、一般質問を再開します。

新たに傍聴の方がおみえであります。お礼を申し上げます。

次に、１番、山本 文男議員の登壇を許し、１問目の発言を許可します。
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【１番 山本 文男】

議長。

【議長 那須 富重】

１番、山本 文男議員。

【１番 山本 文男】

よろしくお願いします。任期最後の一般質問となりました。神聖な議場にもかか

わらず、私の性格から来るものでしょうが、ついつい攻撃的な口調になってしまい

ます。毎回、森田議員のようなソフトな語り口を心がけているのですが、結局、途

中でエキサイトしてしまい、剣のある潤いのない話し方に終始してしまい自己嫌悪

に陥ることの繰り返しです。エキサイトをしないように話を進めてまいります。

特用林産の前回のシイタケに続いて、今回は木炭について、お伺いします。

美郷町備長炭製炭技術保存会は、平成２６年に発足し、翌平成２７年に美郷町無

形文化財、そして７年目の本年２月、その保存会の備長炭製炭が県無形民俗文化財

に指定されました。先月、祝賀会が開催され町長も出席されたと聞いています。

製炭業は、古くからこの地に受け継がれてきたもので、シイタケと並んで山村の

経済を支えてきた産業だと思います。「文化財に指定されたのは移住者の視点が実を

結んだものだ」と、保存会の上杉会長は述べられています。

北郷地区では、多くのＩターン者の参入を得て、約７０基の炭窯で生産が続けら

れているようです。そのうち約２０基がＩターン者のものだと聞いています。

県無形民俗文化財に指定されたことに対しての町長の思いを聞かせてください。

【議長 那須 富重】

町長の答弁を許します。

【町長 田中 秀俊】

議員おっしゃいましたように、その製炭技術保存会によりまして、県の無形民俗

文化財ということで、その技術が非常に評価されて県の指定を受けたということは、

非常にありがたいと。

その「炭が」という話の中で、私の発想の中にはそういう文化財という発想はご

ざいませんでした。Ｉターン者の方々からいろいろな話を聞いて、紀州備長炭、こ

ういう形で和歌山県もしてますよという話の中で組み立てられ、そしてその順序と

して県指定を受ける前に町の指定が必要ですよという話も承っておりましたので、

そういう流れの中で今回、その県の指定を受けたということは、本当にありがたい

と思っております。

かてて加えて言うならば、自分の祖父がやはり炭焼きをやっていたと。その窯の

大きさは全然、比べ物にならないんですけど、ただ、昔はその原木があるところに

窯を作って焼いていたという部分と、今は窯にそこに原木を持ってきて焼くという

違いはありますけど、大きさが全然、違うと。そういうものを考えると、祖父もそ

ういう形で無形民俗文化財に指定をされたという話を聞けば、うれしいかなあとい

うふうに思うところであります。ひっくるめて本当におめでとうございました。

【議長 那須 富重】

町長の答弁が終わりました。
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【１番 山本 文男】

議長。

【議長 那須 富重】

１番、山本 文男議員。

【１番 山本 文男】

近年、林業事業体の作業形態がスギ丸太に特化してきたため、木炭原木の供給量

は減少してきています。それにつれて特に高齢の生産者から、原木供給を要望する

声が多く聞かれます。地域おこし協力隊を活用した原木供給事業もありましたが、

十分な供給はできなかったようです。

木炭原木供給についての考え、新しい供給体制を町長が考えておられるのでした

ら、お伺いします。

【議長 那須 富重】

町長の答弁を許可します。

【町長 田中 秀俊】

議長。

【議長 那須 富重】

町長。

【町長 田中 秀俊】

本当に原木供給事業、これは製炭も炭も、これと９月議会定例会においてシイタ

ケ原木、この原木供給事業を、シイタケも炭も本当にしっかりと見直す必要がある

ということで考えております。

ですので、この炭のほうも農林振興課のほうがいろいろと考えているんですが、

それでいいのかどうかということを、やはり製炭業者といいますか、みんなで切る

ほう、そして焼くほう、持ってきてもらうほう、そして町、そういう人たちが全部

で集まってこういう形ならというものをつくり上げる必要があるというふうに思っ

ております。

やはり高齢化をしてくると、どうしてもそういうことになってくるということに

なりますので、シイタケ原木供給事業、そして製炭の原木供給事業を、やはり同じ

ような形の中のスタンスでつくっていく必要があるのではなかろうかというふうに

思っておりますので、そのように進んでいるというふうに認識をしております。

以上です。

【議長 那須 富重】

町長の答弁が終わりました。

【１番 山本 文男】

議長。
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【議長 那須 富重】

１番、山本 文男議員。

【１番 山本 文男】

私も若い頃、炭木を４トン車二、三台分、切ったことがあります。カシの木は足

場の悪いところにありますので、なかなか困難だった記憶があります。仕事をされ

る人は、やはりある程度、経験を積んだ老練な方じゃないと、けがとかもあります

し難しい作業だと思います。しっかり技連を重ねて、何とか少しでも供給が進んで

もらいたいと思っております。

次に、町の特用林産事業の中に木炭原木事業補助金があり、これは原木購入者に

支払われるものです。「原木購入者には助成があるのに、自伐伐採者には何の助成も

なく、長年にわたって不公平を感じていた」と生産者の会で聞きました。

バランスを取る必要があると思います。原木の自伐伐採者にも何等かの助成をす

べきだと考えますが、お考えをお伺いします。

【町長 田中 秀俊】

議長。

【議長 那須 富重】

町長。

【町長 田中 秀俊】

議員おっしゃるのはもっともなことだと思っております。

シイタケ原木も同じようなことが起こったということで、やはり自家原木を持っ

て自伐する方々の不公平というかそういうものが出てきたということでありますの

で、やはりこういう形はどうでしょうかということで、令和３年度が進んでいると

いうことでありますが、製炭のほうも同じようなことが言えてるということであり

ますので、やはり自分の山を切る人にも公平にある程度、バランスが取れたような

形でこの原木供給事業を見直していくと。全てを、同じことを言いますけど、シイ

タケと炭、やはり同じような制度をつくり込むというかそういう形にしていかなけ

れば、持続可能というかそういう形の方向に向けてしっかりとした話し合いの中で

制度設計をしたいと。議員が言うように、そういう方向で進めたいと思っておりま

す。

以上です。

【１番 山本 文男】

議長。

【議長 那須 富重】

１番、山本 文男議員。

【１番 山本 文男】

そういう方向で進めていくということが町長の考えのようであります。ありがと

うございます。

次に、山村地域を支える特用林産業新規就業者支援事業について、お伺いします。
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この事業は、備長炭保存会が県に働きかけて予算化にこぎつけた経緯があります。

新規製炭者が研修する際に、２年間、月額１２万５，０００円の年額１５０万円の

就業準備給付金が給付され、３年目、就業するとき、経営開始給付金として１００

万円が給付される制度で、県の補助が３分の２となっています。現在、２名のＵタ

ーン者が１年目の研修中で、来年度も新規Ｕターン者がこの研修を予定しています。

この事業の良いところは、親元就業が可能なためＵターンで帰ってきた子供たち

が当該事業を利用することができる点で、地域おこし協力隊では対象にはなりませ

ん。Ｕターン者が炭焼きを志す支援制度はこの制度しか、今のところありません。

県の事業見直しにより、令和５年度からこの事業が打ち切られる可能性もありま

す。町からは事業継続を県に働きかけていただいていることは承知しておりますが、

もし、県のほうで見直しがされた場合、ぜひとも町単独で事業の継続をお願いした

いと思います。考えをお伺いします。

【町長 田中 秀俊】

議長。

【議長 那須 富重】

町長。

【町長 田中 秀俊】

本当にこの事業は、県のほうに「継続していただきたい」ということでお願いを

しております。また県のほうも、「そういう方向で検討します」ということで頂いて

いるんですが、もしという部分があったときにどうするかということで、やはりこ

の制度自体を崩すわけにはいかないと。

議員おっしゃるように今、２名の方がこの制度事業を使っているということでお

伺いしてます。次の人ができないということになると非常に問題だということであ

りますので、農業に関しては、やはりそういう親元就農とかそういうことでできる

ような形をつくってます、町単で。農業でできて林業でできないという話はなくて、

やはり林業、こういう後継者ですよね、それを育成するがためには、やはり町単で

もしという話になれば、やる必要はあるということであります。

ちょっと下世話な言い方をすれば、林業従事者は交付税の単価が高いと。非常に

林業の担い手として頑張っていただくということと、林業がその振興をするために

担い手対象者が絶対、要ると。かつ加えて、交付税の単価が高いということになれ

ば、何もやめるとかそういう話ではないと。

ですので、議員が多分、思っているように、「継続してください」と。「町単でも

やれ」という話かなと思っておりますので、そういうふうに制度設計はしていきた

いというふうに思っております。

以上です。

【１番 山本 文男】

議長。

【議長 那須 富重】

１番、山本 文男議員。
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【１番 山本 文男】

ありがとうございます。本町には備長炭の確かな製炭技術と豊かな文化が脈々と

受け継がれています。この製炭技術を今後も進化発展させていくことは町・県の文

化的側面を多様し、に豊かにしていくものだと考えます。

今後ともシイタケ同様、製炭業の振興に町のお力添えをよろしくお願いして、次

の質問に移りたいと思います。

【議長 那須 富重】

２問目の発言を許します。

【１番 山本 文男】

次は、高齢者の運転免許証返納について、お伺いします。

防災無線によると、高齢者の交通死亡事故が多発していることから、現在、県下

高齢者死亡事故多発警報が発令されているとのことです。

町では、自分の体調や道路状況などを考えて、事前に気をつけることを宣言する

みさと安全運転という取組があり、昨年、本年と１００名ほどの高齢者が安全運転

を宣言されているようです。ブレーキとアクセルの踏み間違いや高速道路での逆走

などの重大事故が毎日のように報道されています。

高齢者の運転による悲惨な交通事故が多発していることへの町長の見解をお伺い

します。

【議長 那須 富重】

町長の答弁を許可します。

【町長 田中 秀俊】

議長。

【議長 那須 富重】

町長。

【町長 田中 秀俊】

本当に、先ほど、昼のニュースでも宮崎市内ですかね、交通事故があったという

ことで、悲惨な事故があるということの認識の中で、高齢者の運転ということの中

で非常に残念というか危惧をしていると。こういう科学技術が進歩した中で、もう

少し自動車の性能というか何かそういう事故につながらないような何かそういう技

術開発ができないものかというようなことを時々、思うところであります。

本当に、この交通事故が、全国では減ってきたという話なんですけど、その中で

やはり高齢者の交通事故のほうが増えているということは事実でしょうから、そこ

ら辺をしっかりと認識しながら、本町の高齢者の方々には呼びかけていきたいと、

そういうふうに思うところであります。

以上です。

【議長 那須 富重】

町長の答弁が終わりました。
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【１番 山本 文男】

議長。

【議長 那須 富重】

１番、山本 文男議員。

【１番 山本 文男】

ここ５年間の本町における高齢者ドライバーの事故についてお伺いします。

【町長 田中 秀俊】

議長。

【議長 那須 富重】

町長。

【町長 田中 秀俊】

「５年間」というか、総務課のほうで把握していれば、その件数、それは総務課

長のほうからでよろしいでしょうか。

【総務課長 下田 光】

議長。

【議長 那須 富重】

総務課長。

【総務課長 下田 光】

私のほうで平成２９年度からの事故の町内の発生件数を調べておりますので、報

告をさせていただきたいと思います。

まず、平成２９年度、全体で７１件の事故が発生しております。そのうち人身事

故が１４件発生しておりまして、そのうち４件が高齢者の起因する事故でありまし

て、大体２８．６％と、人身事故で。平成３０年度が全体で６４件、人身事故が１

１件で、うち高齢者が４件、３６．４％。平成３１年度が全体で１０８件、人身事

故が２１件、その２１件のうちの高齢者が１３件、６１．９％であります。令和２

年度になると、全体で５６件ということでかなり減ってきたんですけれども、その

うち４件が人身事故で、その４件全てが高齢者ということになっております。令和

３年度１０月３１日までのデータでありますけれども、全体で４６件、うち人身事

故が７件、そのうち４件が高齢者の事故となっております。

以上であります。

【議長 那須 富重】

答弁が終わりました。

【１番 山本 文男】

議長。
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【議長 那須 富重】

１番、山本 文男議員。

【１番 山本 文男】

やはり高齢者が事故に遭うパーセンテージは高いものがあると思います。

その中で、自主的に免許証を返納する人が増えてきていると思いますし、また、

更新時にあえて書き換えをしなくても事前に失効されている方もおられると思いま

す。

町内における免許証返納についての現状をお伺いします。

【町長 田中 秀俊】

議長。

【議長 那須 富重】

町長。

【町長 田中 秀俊】

免許証返納ですけど、６５歳以上の運転免許保持者は令和３年１０月末で１，６

４９人いるということであります。そのうちの免許証返納は令和３年９月末で２０

人ということになっております。令和元年度末で２２人、令和２年度末で１５人と

いうことで返納実績があるということですので、これで行くと大体２０人前後の方

が毎年、返納をしているということかなあというふうに推測はいたします。

以上です。

【議長 那須 富重】

町長の答弁が終わりました。

【１番 山本 文男】

議長。

【議長 那須 富重】

１番、山本 文男議員。

【１番 山本 文男】

２０人前後の方が返納されているということです。公共交通機関の整っている都

市部と異なり、必要に迫られて運転せざるを得ないのが本町の実情だと思います。

しかし、最近の報道のように事故の多発を目の当たりにすると、町内の高齢者ド

ライバーが加害者になる可能性も十分、考えられます。町民を重大犯罪者にさせな

いため、また、町民が被害者にならないため、町として運転免許証返納について促

進する方向で考える必要があると考えますが、お伺いします。

【町長 田中 秀俊】

議長。

【議長 那須 富重】
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町長。

【町長 田中 秀俊】

自主返納ということでありますが、「自主」ということであります。ですので、「町

が」という部分で非常に難しい部分があるかなという気がしております。

ちょっと朝方、テレビを見ていたら、物事が東京で決まってきて、その自主返納

は他人事のようであるというような意見が出てました。

言われるように、公共交通機関がしっかりとした都市部とここのように中山間地

域において車がないと生活ができないという格差というかそういうものがあると。

ですので、お年寄りの方はいろいろな試験を受けて、警察のほうが乗っていいです

よという話で運転を許可するという制度ですので、私は、自分の意見としては、そ

の体力、知力いろいろなもので総合的に判断して、「運転していいですよ」という許

可があれば、極力乗ってほしいというふうに思っております。

ですが、その条件となるのが、今さっきいったそのみさと安全運転ですかね。結

局、皆さんに家族の人たち、そして周りの人たちに宣言すると。私は日向には乗っ

て行きませんとか、雨の降る日は乗りませんとか、知らないところには行きません

というような宣言をして自分を守るという形をすると。もし日向で見かけたとき、

「おまえ、そんげして宣言しとっちゃったけど、何で行っとっとか」と。周りの目

がそういうふうに言ってある程度、抑止力になっていくと、ある程度、自分の運転

というものが加害者になる要素というか可能性を減らしていくと。

ですので、この自主返納も致し方ない部分があるとしても、やはりある程度まで

はそういうことで警察が許可すれば乗っていただきたいと。

ただし、みさと安全運転、結局、そういう形の宣言をして、乗っていくといいか

なあと、私は個人的にはそう思っております。

「町として」という部分で、やはりなかなか個人のことでありますので、制限す

るということはなかなか難しかろうと思っております。ですので、こういう啓発を

していくということが大切になろうかなと思っております。

ですので、町の交通安全対策協議会、また、警察等と相談をしながら、しっかり

とお年寄りの方々にそういう安全運転の徹底ということでお願いをしていくという

ことになろうと思っているところです。

以上です。

【１番 山本 文男】

議長。

【議長 那須 富重】

１番、山本 文男議員。

【１番 山本 文男】

町長の意見も分かります。私も町長の意見と同感です。

それで、免許証を自主返納された方も何かしらの助成は必要かなと思います。運

転免許証を自主返納した方は運転経歴証明書の申請をすることができます。この証

明書は運転免許証と同様に公的な身分証明書として利用でき、様々な優遇措置があ

ります。宮崎県内居住者であれば、ホテル料金、温泉入浴料などの割引など、地域

限定としては自治体によってタクシー券の交付など様々な特典が受けられるようで
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す。

免許証を自主返納された方への町としての助成はどのようなものがあるのか、お

伺いします。

【町長 田中 秀俊】

議長。

【議長 那須 富重】

町長。

【町長 田中 秀俊】

議員おっしゃいましたように、温泉券の交付とかタクシー利用券の交付、それと

あとは高齢者乗り合いバスやらの運行ということになっております。

ですので、そういう形の中で、まだまだもし返納した人たちの不便というか、ま

たなかなか町内を回りづらいという部分があれば、いろいろな形で検討していく必

要があるのかなあと。

コミュニティバスも今、再編して、また、それについて不都合というか不具合が

あれば、やはりダイヤ改正とかそういう形の中で買い物とか病院に行けるような形

には、再度、構築し直す必要があるかもしれませんが、そういう形で現在は返納者

に対してというか、高齢者に対してそういう形でやっているということでございま

す。

【１番 山本 文男】

議長。

【議長 那須 富重】

１番、山本 文男議員。

【１番 山本 文男】

現在、美郷町で自主返納された方への助成はあるかという質問でしたが、もう一

度、お願いします。

【町長 田中 秀俊】

議長。

【議長 那須 富重】

町長。

【町長 田中 秀俊】

先ほども言いましたように、温泉券の交付だけということになっております。

【１番 山本 文男】

議長。

【議長 那須 富重】
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１番、山本 文男議員。

【１番 山本 文男】

運転経歴証明書を申請するには手数料として１，１００円が必要です。助成して

いる自治体もあるようですが、助成していく考えはないのか、お伺いします。

【町長 田中 秀俊】

議長。

【議長 那須 富重】

町長。

【町長 田中 秀俊】

勉強不足でそういうものがあるということ自体を知りませんでした。身分証明書

というか、これはもうずっと永続的に切り替えることもなく使える身分証明書みた

いなものだということだと聞いておりますので。

もし、そういうことで出したときに、それぞれの個々人に優位になるようであれ

ば、やはり助成をして、１，１００円全部という話ではないかもしれませんが、そ

ういうことは検討していってもいいんではなかろうかというふうには思っておりま

す。

【議長 那須 富重】

町長の答弁が終わりました。

【１番 山本 文男】

議長。

【議長 那須 富重】

１番、山本 文男議員。

【１番 山本 文男】

運転経歴証明書を提出すると、いろいろな優遇制度があるようですので、そうい

う町から助成していく方向で進めていってもらいたいと考えています。

次に、奥地に住んでいて山手のほうですが、車の運転に不安を感じ始めたので診

療所の近くで買い物にも便利な中心部の空き家を探している御夫婦がいました。幸

い最近、空き家が見つかったと聞いて喜んでいるところですが、今後、このような

事例が増えてくるのではと考えます。

９月の定例会において、山田議員の質問に町長は、「高齢者の安心安全のための住

居を中心部に集めることは必要だ」と答弁されておられます。免許証返納を促進し

ていく上でも、高齢者住宅の整備が必要となってくると考えますが、お伺いします。

【町長 田中 秀俊】

議長。

【議長 那須 富重】
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町長。

【町長 田中 秀俊】

おっしゃったように、やはりそういうことは必要かなというふうには思っており

ます。山田議員のときに、そういう実情というかそういう形で先に動くんではなか

ろうかと、世の中がですね。

今、公営住宅そして空き家、それを今後どうするかということで、やはり抜本的

に考え直さないといけないと。公営住宅も結構、あるんですけど、その空きがない

という話です。そして、古いものはやはりどうしてもリフォームして、駄目なもの

はやはり壊していって造り替えると。それなら造り替えるときに、どこに造るかと

いう話になると、やはりそういう高齢者向けの住宅辺を町場に置くという形にして

いったほうがいいのではなかろうかとか。空き家を借りて、そのサブリースという

か、１０年間くらい貸して、リフォームして貸し出して、もしそこが気に入ればそ

のままやるとか、そういう形の中で住宅政策をもう少し、今、みんなで考えておる

ところでありますので、やはりその中に高齢者住宅という部分も考えていかなけれ

ばなりませんので、そういう方向で検討していくということで、今やっているとこ

ろであります。

【１番 山本 文男】

議長。

【議長 那須 富重】

１番、山本 文男議員。

【１番 山本 文男】

「高齢者向けの住宅を考えた計画をつくっている」ということでよろしいですか。

【議長 那須 富重】

山本 文男議員、ここは住宅政策というのはちょっと通告に外れてますので、で

きれば。町長が手を挙げてますから、今回はしますけど。

【１番 山本 文男】

住宅のことは総務課長には伝えております。助成に関して。

【議長 那須 富重】

一応、通告文の中には入ってませんので、一応、町長の答弁を許しますので。

【町長 田中 秀俊】

議長。

【議長 那須 富重】

町長。

【町長 田中 秀俊】

第２期の未来発創、総合計画なんですが、その中にやはり住宅政策というものが
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しっかりと織り込まれておりますので、その中で今、研究というか話し合いをして

いると。

ですので、議員が言われるようにやはりそういう人たちが安心して住める、それ

のほうがお子さんたちも安心して町場の近くにおれば、台風とかそういうときも安

心できるということですので、総合的に住宅政策を考え直すということであります。

以上です。

【１番 山本 文男】

議長。

【議長 那須 富重】

１番、山本 文男議員。

【１番 山本 文男】

分かりました。

今朝方、議長もおっしゃいましたが、今後、私たちはかつて経験したことのない

超高齢化社会に突入していこうとしています。あやまたず先手、先手の対策を練る

ことが肝心だと考えるところです。

年末年始、高齢者に限らず全ての町民が平穏無事に過ごせることを祈念して、私

の一般質問を終わりたいと思います。ありがとうございました。

【議長 那須 富重】

以上で、本日の日程は全部、終了しました。

明日１２月９日、木曜日は定刻、午前１０時に本会議を開きます。時間をお間違

いのないようにお願いいたします。

本日は、これで散会いたします。

【事務局長 小田 広美】

「一同・起立・礼」・・・・お疲れさまでした・・・・。

（散会：午後 １時３７分）


